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昨今では、世の中のあらゆるもののデジタル化が急速に進行しており、国では、

「Society5.0」の実現を目指した取り組みが進められていることを受けて、本県に

おいては、令和２年３月に「高知県行政サービスデジタル化推進計画」を策定し、デ

ジタル化の取り組みを推進してきました。

今般、新型コロナウイルス感染症が流行したことを契機として、あらゆる分野の社会

経済活動が急速に変化する一方で、特に行政分野においては、デジタル化、オンライ

ン化の遅れが明らかとなりました。そのため、行政サービスのデジタル化について、

これまで以上にスピード感をもって取り組む必要があります。

また、今般のコロナ禍においては、大都市への一極集中による脆弱性が明らかとなり、

地方への新たな人の流れが生まれており、この流れを本県でも確実に掴んでいくこと

が重要です。

デジタル技術は、本県など地方、特に中山間地域においてこそ必要かつ有効であるこ

とから、デジタル技術を積極的に活用することにより、地場産業の高度化や新たな産

業を創出するとともに、生活インフラの確保を図り、暮らしの質を向上させ、地域で

若者が安心して暮らし続けられる地方を作り出していくことが可能となります。

本計画は、県と市町村が一体となって、デジタル化の推進に取り組むことにより、県

民サービスの向上と、デジタル技術を活用した課題解決と産業振興を図るとともに、

行政事務を抜本的に効率化し、本県におけるデジタル化を促進することを目的として

策定するものです。

計画期間　：　令和２年４月から令和６年３月までの４年間

は じ め に この資料の構成
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●「県民サービスの向上」など３つのVision（令和５年度末の目指す姿）の実現に向け、

  Strategy（戦略）と５つのApproach（取組項目）により取り組みを推進

●行政手続きのオンライン化

●自治体DXの推進・市町村との連携

●５つの基本政策におけるデジタル化の取り組みを一元化

申請等

●デジタルデバイド対策
●デジタル技術に
 不慣れな方への
 支援

●市町村のオンライン化
 

●マイナンバーカードの
 活用

「高知県デジタル化推進計画」の位置付け
 

本計画は、官民データ活用推進基本法第９条に基づき、都道府県に策定が義務付け
られている「都道府県官民データ活用推進計画」として位置付けています。
 

＜参考＞官民データ活用推進基本法第９条（抜粋）
 第９条 都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、当該都道府県の区域における官民データ活用の推進に
  関する施策についての基本的な計画を定めなければならない。

1 2



県民・企業等における対行政コストの縮減
新たな行政サービスの提供等による満足度アップ
デジタルデバイドへの配慮

デジタル化推進計画は、３つのVision（令和５年度末の目指す姿）の実現に向け、

Strategy（戦略）と５つのApproach（取組項目）により推進します。

DX（デジタルトランスフォーメーション）※の推進
   ※DX：デジタル技術の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる

県民サービスの向上を最優先課題として位置付け1

５つの基本政策におけるデジタル化の取り組みを一元化3

デジタルデバイド対策などにより、利用拡大を目指す段階へ移行2

５つのApproachで取り組みを推進

Approach５　 デジタルインフラの整備

Approach１
 

あらゆる
行政サービスの

デジタル化

Approach２
 

社会経済活動の
デジタル化

Approach４
  

多様な働き方を
実現する環境の整備

Approach３
 

業務効率化を図る
システムの構築

Approach1

Approach２

Approach４

Approach３

行政手続きのオンライン化の推進や、市町村のデジタル化の支援、デ
ジタル技術に不慣れな方への支援などを実施

５つの基本政策のデジタル化の取り組みを一元的に推進

県民生活に直接関わる業務や、地域の課題解決に向けた企画立案等に
注力できるよう、デジタル技術を活用して行政事務を効率化

災害時の対応や場所にとらわれない働き方の実現に向けて執務環境の
整備を実施

Approach１～４の取り組みを実現するため、光ファイバや５Ｇなどの
デジタルインフラを整備

Approach５

①これまでの取り組みは、行政事務の範囲にとどまっている

 ⇒　デジタル化の効果を、県内企業の事業活動や県民生活への
　　　浸透を図ることが必要 

②新型コロナウイルス感染症の拡大により社会構造が変化

 ⇒　アフターコロナ・ウィズコロナ時代における働き方改革と
　　　生産性の向上に向けた対応が必要 

③庁内の一部の関係所属の取り組みが主体

 ⇒　行政のデジタル化の全庁的な取り組みへの発展が必要

デジタル化推進計画のポイント

行政運営コストの縮減
働き方改革の推進

デジタル技術を活用した行政課題の解決
課題解決型の産業創出や地場産業の高度化

県民サービスの向上

行政事務の抜本的な効率化

デジタル技術を活用した課題解決と産業振興

デジタル化推進計画の政策体系

▼各Approachの主な取り組み内容

コロナ禍による社会構造の変化や、国のあらゆる分野のデジタル化を推進する方針を踏まえ、
「行政サービスデジタル化推進計画」を、次の３つをポイントに

より総合的な「高知県デジタル化推進計画」としてバージョンアップ

ＡＩを活用した議事録作成支援システムやＲＰＡの導入、テレワーク環境の整備等、
デジタル技術の実証・導入による事務効率化や正確性の向上などの成果を確認

 本県においては、令和元年度から、デジタル化の取り組みをスタートし、推進計画の
策定や行政事務の効率化に向けたデジタル技術の実証事業などに取り組んできました。
 

 今後も、社会の変化や技術の進歩に応じて取り組みを進化・加速化させていきます。

各種手続きのオンライン化等により、
会社や自宅から手続きが完結

子供や高齢の方々にもデジタル化の成果を
実感できる環境構築を支援

５つの基本政策との連携を強化

経済の活性化 日本一の
健康長寿県づくり

教育の充実と
子育て支援

南海トラフ
地震対策

インフラの
充実と有効活用

Vision③

Vision②

Vision①

Strategy
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これまでの取り組みと成果

課題と今後の取り組みの方向性



県民サービスの向上と業務効率化の取り組みによる将来イメージ

手書きで
書類を作成

職員が手入力でデータ化 職員は紙文書で決裁
書面の交付
通知書に押印

認

電話で
問い合わせ
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質問

回答

AI-FAQ※による
自動応答

会社や自宅のパソコン・
スマートフォンから
オンライン申請

職員による確認

AI-OCR※で
データ化

RPA※で自動入力
オンライン通知
（電子署名※）

職員が電子決裁※

問い合わせや手続きは、平日の8:30～17:15のみ
来庁の負担が大きい
感染症対策が課題

PC作業に
時間が必要

職員が出勤して処理

デジタル技術に不慣れな方のため、
書面による手続きも継続

手書きで
書類を作成

県の窓口等で
対面で手続き

電話で
問い合わせ

問い合わせや各種手続きを、24時間・365日、
オンラインで行うことが可能

職員のデータ入力
作業等が軽減

職員の作業時間を
約90％削減

電子データでの管理が可能になり、
ペーパーレス化を推進

テレワーク 職場

県の窓口等で
対面で手続き

業務が効率化し、より丁寧な
対応が可能

デジタルデバイド対策を充実し、
オンライン利用率の向上を図る

場所にとらわれない
働き方にも対応

ਠؙ
ؙ



行政手続きのオンライン化 市町村との連携 デジタルデバイド対策

●県と市町村が連携して一体で取り組む

●国のマイナポータルとの連携を図り、
 利便性を向上

●民間事業者・県民にもオンライン化の
 メリットを浸透

【用語集】
 

AI-FAQ･･･パソコンやスマートフォンから質問を入力する
     とＡＩ（人工知能）が自動で回答するシステム
 

RPA   ･･･職員が行うキーボードやマウス等の端末操作を
     自動化する技術
 

電子決裁･･紙文書ではなくシステムを利用して意思決定を
     行うこと
 

電子署名･･文書が正式なものであり、かつ改ざんされて
     いないことを電子的に証明するもの
 

AI-OCR･･･ＡＩにより手書き書類等の文字情報を認識し、
     データに変換する技術

オンライン化によるメリット（今後の対応を含む）
 

 ●時間や場所を気にせず、24時間どこからでも手続きができるため、
  窓口に出向く時間や書類等の送料が不要になります
 

 ●行政手続きを非接触・非対面で行うことができます
 

 ●対面が必要な場合もWeb会議を活用し、オンラインで対応できます
 

 ●システム上で担当者との連絡や事務処理の進捗状況の確認ができます
 

 ●オンライン上で手続きに係る手数料等の支払いができるため、銀行に
  行く手間が不要になります

デジタル技術を活用することにより、県民のみなさまの行政手続きは次のように便利に変わります。

●まずは、子育て・介護など国が示す
 31業務のオンライン化を着実に促進

●その他の手続きについても、件数の
 多いものを優先的にオンライン化

●光ファイバ整備を促進し、地域間に
 おけるサービスの格差を解消

●市町村との連携によるデジタル技術に
 不慣れな高齢者等への利用者支援
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ＡＩ

デジタル技術を活用した行政事務の効率化により、
県民生活に直接関わる業務や課題解決の企画立案等に注力



主な取り組み
　

▼県への手続きのオンライン化の拡大
 

  押印等の取扱いを見直し、可能な業務から積極的に前倒してオンライン化
 

 ・オンライン化に伴い、電子収納を導入しキャッシュレス化

▼デジタルデバイド対策 
 

 ・市町村等と連携し、デジタル技術に不慣れな高齢者等への
  支援策を検討
　

▼その他
 

 ・必要に応じて、面談にＷｅｂ会議システムを活用するなど、
  オンライン手続きの利便性を向上
 

 ・AI-FAQシステムの対象業務を拡大し、24時間県民からの
  問い合わせに応答
 

 ・Push型通知を活用した情報提供の検討
  （マイナポータルとの連携など）

主な取り組み（支援のポイント）
　

　国の政策に関する情報及び本計画によるデジタル化の取り組みを共有
し、市町村における取り組みを積極的に支援していきます。

▼システムの標準化・共通化の支援
 

 ・「自治体ＤＸ推進手順書」を踏まえ、基幹系17業務システムの標準化・共通化
  を促進（Ｒ７年度末まで）

▼市町村のオンライン化の促進・支援
 

 ・県の電子申請システムの共同利用を促進し、市町村のオンライン化を支援
  

 ・国が示す子育て、介護、被災者支援など31業務について、マイナポータル
  （ぴったりサービス）と連携したオンライン化を支援（Ｒ４年度末を目処）
 

 ・デジタル技術に不慣れな高齢者等への支援策を検討【再掲】

▼マイナンバーカードの普及及び活用の促進
 

 ・交付体制の充実等についての助言・支援
 ・カードの利活用シーン等に関する広報
 

 ・マイナポータルの活用の支援【再掲】
 

 ・コンビニ交付サービスの導入促進

▼AI・RPAの活用・共同利用の支援
 

 ・導入及び共同利用の促進

 市町村は、最も住民に身近な行政を担う自治体です。
 そのため、行政サービスのデジタル化に取り組む上で、市町村
のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）を推進する意義
は大きいと言えます。
 

 また、デジタル技術の活用による課題解決や産業振興を図り、
地域で若者が安心して暮らし続けられる地方を創り出していく
ためには、課題の最前線で取り組んでいる市町村のデジタル化
が不可欠です。

Approach１ あらゆる行政サービスのデジタル化

１　行政手続きのオンライン化

２　自治体ＤＸの推進・市町村との連携 これからの行政サービスは、デジタル技術やデータを活用して住民の利便性を向上
させるとともに、行政事務の効率化を図り、サービスの更なる向上につなげていくこ
とが求められます。
 

 国では、今後、行政手続きのオンライン化を原則とすることとしていますが、地方
自治体においても、行政手続きのオンライン化に取り組むことが必要です。
 

 加えて、これまでデジタル技術を使う機会が少なかった県民も多いことを踏まえ、
デジタルデバイド対策とともに、デジタルサポートという発想への転換を図っていく
ことも重要です。

　【 導入業務数 】　Ｒ３：89業務　⇒Ｒ４：222業務　⇒Ｒ５：269業務
  ※年間30件以上の手続きの累計業務数

主なKPI

AI-FAQイメージ

Ａ市

Ｂ町

Ｃ村

国が作成した標準仕様をもとに、複数市町村でシステムを共用

標準化・共通化のイメージ

基幹系17業務システム

Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ

×××セミナーの
申込方法を教え
てほしい。

電子申請シス
テムから申込
ができます。

 今般のコロナ禍においては、行政分野におけるオンライン化の遅れが顕在化しまし
た。本県においては、手続きや問い合わせについてオンライン化を進めます。

オンライン化イメージ

申請・
申込等

県民 県庁
将来的に、各種手続はオンラインで完結
・処理の進捗状況も、システムで確認可能
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主な取り組み
　

▼職員のデジタルリテラシーの向上等
 

 ・外部の専門的知識を持つ人材の確保
 

 ・全職員がデジタルリテラシーを身に付ける
 

 ・より効果的にデジタル技術を活用できるよう、
  職員の知識や経験に応じた段階別の研修の実施
 

  国のアドバイザーや、民間経験者の活用など、
  専門的知識を持つ人材の確保

主な取り組み

▼情報の適切な取扱いの検討
 

 ・国の個人情報保護制度の検討状況等を注視し、適切な取扱いを整理
 

 ・システム・データ連携の必要性、連携の範囲・方法について検討
 

 ・情報漏えいや端末の紛失等の情報セキュリティリスクに対して、技術的な対策   
  とともに、職員の意識向上が必要

主な取り組み

　多くの県民がデジタル化のメリットを享受できるよう、システム調達等に際して、
デジタルデバイドに配慮するとともに、対策に取り組む市町村等を支援します。
　

▼システム調達等における取り組み
 

 ・人間工学、ユニバーサルデザインを踏まえ、障害等のある方にも見やすい画面。

▼市町村等との連携によるデジタルデバイド対策
　

  デジタルデバイドに配慮したシステムの標準仕様の検討
 

 ・オンライン手続の拡大に向け、民間企業や市町村等によるパソコン・スマート
  フォン教室の開催への支援
 

 ・窓口を訪れることのできない高齢者・障害者等に対するサポートの検討

Approach１ あらゆる行政サービスのデジタル化

４　情報の適切な取扱い

５　ネットワークのセキュリティ

６　クラウドサービス（LGWAN－ASP等）の利用

７　人材の確保・育成

 行政サービスにおいても、インターネットによる手続き（オンライン）と窓口（オ
フライン）の手続きの情報を適切に連携することにより、県民サービスの向上につな
がることが見込まれます。

 クラウドサービスの利用により、システム構築等の期間の大幅な短縮、費用削減、
高品質な情報システムの導入が可能となり、国においても、共通的な基盤や機能を提
供する「（仮称）Ｇｏｖ－Ｃｌｏｕｄ」を整備し、運用を開始することとしています。

 デジタル技術を活用し、本計画に掲げるビジョンを実現していくためには、専門的
知識や知見を有する人材の確保と、施策や取り組みにデジタル技術を組み合わせて、
新たな発想や企画立案ができる職員を育成していくことが重要です。
 

 県民の個人情報などを取り扱う行政機関において、情報セキュリティ対策は、最も
重要な課題と考えています。
 

３　デジタルデバイド対策

 デジタル化の推進においては、年齢、障害の有無、性別、国籍、経済的な理由等に
関わらず、全ての県民がその恩恵を受けることができる環境の整備を促進し、利用者
に優しい行政サービスを実現することが重要です。

集合研修オンライン研修

システム間の情報連携

本人の同意を得た上で、適切な情報連携

自宅（オンライン） 窓口（オフライン）

主な取り組み

主な取り組み

　

▼ネットワークのセキュリティ対策
 

 ・国のガイドライン等を踏まえ、ネットワーク、各システム、職員の意識など、
  様々な視点から、適切なセキュリティ対策に取り組んでいきます。
 

 ・更新を迎えるセキュリティクラウドについても、
  国の方針を踏まえ、本県として必要な機能の
  整理に取り組みます。

　

▼LGWAN-ASPの利用
  

・情報システムを調達する際は、パッケージを
 ノンカスタマイズで活用することが原則
 

・LGWAN-ASPと庁内クラウドの活用を
 比較検討する。

LGWAN
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計画Ｐ17 計画Ｐ20

計画Ｐ19

計画Ｐ22

計画Ｐ24

パソコン・スマートフォン等を
使い慣れていない、子供や高齢
者などへのサポート など



（３）教育の充実と子育て支援
児童生徒一人一人の進度や能力、興味・関心に応じた学びの実現を図るため、ＩＣ
Ｔの活用による習熟度に応じた個別学習や遠隔教育システムによる授業配信など、
先端技術を最大限に活用することで新しい教育方法の開発を図るとともに、その普
及に向けた取り組みを推進する。
全ての児童生徒が、情報活用力や思考力等を身につけることができるよう、プログ
ラミング教育や理数系科目の教育の充実を図るとともに、ＡＩやビッグデータ等を
活用した高大連携の取り組みなど、デジタル社会に対応する人材の育成を図る。

【令和３年度の主な取り組み】
 ①「学習支援プラットフォーム」の活用促進
 ②遠隔教育の推進
 ③ＩＣＴ活用による個別学習プログラムの研究
 ④学校のICT環境整備（GIGAスクール構想の実現）
 ⑤プログラミング教育の推進
 ⑥教員のＩＣＴ活用指導力の向上に向けた研修
 

（２）日本一の健康長寿県づくり
住み慣れた地域で健やかで心豊かに安心して暮らし続けられる高知県を実現するた
めに、各分野でデジタル技術を活用し、県民のQOLの向上を図る。

【令和３年度の主な取り組み】
 ①医療・介護・福祉サービスのネットワーク化の推進
 ②各分野におけるデジタル技術の活用

Approach２　社会経済活動のデジタル化

２　オープンデータ

 行政データを公開し、民間企業等による新たなサービスの提供につなげていくための
ニーズの把握とデータの積極的な公開を行うとともに、市町村におけるデータ公開の取
り組みを支援していきます。 

 本県の抱える様々な課題に対応しつつ、県勢の浮揚を実現するためには、様々な分
野でデジタル技術の活用を進め、時代の変化に合わせて進化させていくことが必要で
す。
 

 また、今般のコロナ禍により、あらゆる社会経済活動等がデジタル技術を前提とし
たものへと大きく変化しており、本県においても、こうした動きにしっかりと対応し、
あらゆる分野のデジタル化を加速していくことが必要です。 
 

 そのため、職員一人一人が、デジタル技術を活用した課題解決と産業振興につなげ
る視点を持って、５つの基本政策ごとにデジタル化の取り組みを進めていきます。 

デジタル化の
取り組みを

柱立て      

高知県デジタル化推進計画5つの基本政策

●５つの基本政策の
　デジタル化の取り
　組みを一元化
●推進本部で取組状
　況の確認・共有

デジタル化
推進計画にも

位置付け

■５つの基本政策との連携

 各政策の
 計画等

NEW
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計画Ｐ35

１　基本政策におけるデジタル化の取り組み 計画Ｐ28

（１）経済の活性化
「各産業分野におけるデジタル技術の加速」を重点ポイントの一つとし、今後、デ
ジタル技術を活用した新たな製品やサービスの開発等を促すとともに、Society5.0
関連企業の立地促進、デジタル人材の育成などを進めることにより、新たな産業群
の創出、付加価値の高い産業・労働生産性の高い産業の育成を目指す。

【令和３年度の主な取り組み】
 ①Next次世代型こうち新施設園芸システムのさらなる推進
 ②高知マリンイノベーションの推進
 ③オープンイノベーションプラットフォームを活用したプロジェクトの創出
 ④IT・コンテンツ関連企業、Society5.0関連企業の誘致
 ⑤県内企業等のデジタル化の促進
 ⑥スマート林業の推進

（５）インフラの充実と有効活用
デジタル技術も積極的に活用し、産業振興計画や南海トラフ地震対策行動計画など
の施策群を支えるインフラ整備を着実に推進するとともに、安全・安心な高知を実
現するため、県土の強靱化に取り組む。
さらに、災害情報の更なるデジタル化の推進や、業務のデジタル化や既存システム
の機能向上などにも取り組む。

【令和３年度の主な取り組み】
 ①建設業デジタル化促進モデル事業
 ②ダム操作支援システム

（４）南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化
「高知県防災アプリ」の普及促進など県民等への情報提供手段の多様化、防災関係
機関との情報共有の仕組みづくりなど、デジタル技術を積極的に活用し、南海トラ
フ地震対策の推進を図る。

【令和３年度の主な取り組み】
 ①防災情報提供アプリ
 ②漁港情報クラウドシステム
 ③物資調達・輸送調整等支援システム       



Approach２　社会経済活動のデジタル化

◯ コロナ禍を契機とした社会経済活動や産業構造の変化に対応するため、あらゆる分野のデジタル化を加速していく。

デジタル技術を活用した課題解決と産業振興の取り組み

Next次世代型施設園芸農業の推進

多様な園芸作物の生理・生育情報を可視化する「IoP（Internet of Plants）」
などの最先端の研究により、「次世代型施設園芸システム」を「Next次世代
型」として進化させ、施設園芸農業の飛躍的発展と関連産業群を創出・集積

高知マリンイノベーションの推進

漁場予測システムの開発による操業の効率化や赤潮の発生予測による被害軽減
に取り組むとともに、自動計量システムの導入により産地市場のスマート化を
図るなど、「高知マリンイノベーション」を推進

メジカ漁場予測システムの開発
いつ、どこで沢山釣れるかを予測し、魚群探索
時間の短縮（燃油削減）と漁獲量を増加

二枚潮発生予測の精度向上
二枚潮（上層と下層で向きや速さが異なる潮流）
を予測し、操業を効率化

潮流

潮流

水深
300～500m

潮流予測
（JAMSTEC）

ICTを活用した学習支援の推進

一人１台タブレット端末の活用に不可欠となるデジタル教材や、個々の学習理
解の状況を可視化して個別指導に活用できるスタディログ機能を備えた
「学習支援プラットフォーム」により、ICTを最大限に活用した学力向上の
取り組みを推進

スタディログ
デジタル教材での学習履歴を蓄積し、個々の
学習指導のポイントを可視化

建設分野のデジタル化の推進

県内建設業者を対象にICT関連機器の導入費用や技術者講習等に対し支援を
行うことにより、ICT活用工事の実施レベル（未経験者・経験者）に応じた
様々なモデルケースを創出し、取組成果を県内全域へ横展開

　　測 量　　　　　 　　　  　設 計 　　　　　　　　 施 工　　　　　　　　　   検 査 等

・ドローン等による測量
（３次元地形データを取得）

ドローン測量

(３次元地形データ)

①測量          ②設計・施工計画         ③施工               ④検査等

ＩＣＴ建設機械

・設計断面をモニターで確認
（丁張りや作業員による確認が不要）

(モニター)

・自動検測が可能
（測量結果が手元のモニターに表示）

ＩＣＴ検測

(モニター)

・３次元設計データを作成
（関係者間の情報共有を容易にし、
　業務プロセスの効率化を図る）

３次元設計モデル

(詳細)

ICT活用工事とは・・・
　　測量から設計、施工、検査等の各プロセスにおいて、ICT（デジタル技術）を活用する工事
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＜デジタル化の取り組みイメージ＞

色が濃いほど
良漁場 IoP

クラウド

AI
×

データベース

気象データ
ハウス環境データ 出荷データ

労働データ

作物データ

高収量農家データ

他関連ビッグデータ

施設園芸関連
産業群の創出･集積

施設園芸農業の
飛躍的発展



Approach２　社会経済活動のデジタル化

◯ デジタル技術を活用した生産性・付加価値の向上を目指し、県内企業のデジタル化を促進
  →産業振興センターに「デジタル化推進部」を新設し、中小企業等のデジタル化に対する支援体制を強化 

県内企業のデジタル化の促進

＜デジタル化の取り組みイメージ＞

宿泊業

解決策 効果課題

予約管理、設備管理、調理場の仕
入れ・オーダー管理、顧客管理などの
情報をリアルタイムで共有・蓄積する
システムの導入

・ 伝達ミス発生
　 （館内情報未連携）

・ サービス品質低下
　　（人手不足）

・ 食品ロスの発生

業務システムの連携によるスタッフ間の情報連携 ・ 顧客の好み・アレルギー
  情報などを蓄積・共有
　⇒ 顧客に応じた迅速・
       きめ細かなサービス
       提供
　⇒ 顧客満足度アップ
・ リピーター増
・ 廃棄ロス低減

小売業

課題

・ 売れ筋商品の
  仕入れ
　⇒ 在庫ロス減少

・ 来店客数増
・ 売上げアップ

・ 売れる商品の
   選定が難しい

・ 来店客数減少
・ 売上げ減少

AIデジタルサイネージによる販売促進/AIカメラによる来店者の行動分析 

解決策 効果

AIカメラで
来店者の行動を解析
⇒　商品ラインナップに反映

通行者の属性（年齢・性別）や天候に応じて
最適な商品やサービスを推測し、画面に表示

製造業

・ 工場内の稼働状況や
   在庫が把握できず、
   機会ロスが発生

課題 解決策 効果

・ 業務の効率化
・ 工程・納期・在庫
　 の見える化
　⇒ 受注拡大
　　　受注ミス削減         

IoTを活用した生産管理システムの導入 

生産状況・納期まで
リアルタイムな情報に
基づき適正受注が
可能に機械の稼働状況・受注状況・進捗状況・

在庫状況などをリアルタイムにモニター表示

IoTで進捗状況を自動収集し、
リアルタイムに把握・共有

・　集客率向上

・　利便性向上

飲食業

課題 解決策 効果

・ 広告費の負担
・ 天候・時期によって
　 来店客数に波
・ 食品ロスの発生
・ 手間・経費が発生
　（スタンプ押印・再発行）

スマホアプリ

・　属性（年齢/性別/誕生日）
・　来店実績（頻度/人数/用途
　　/注文メニュー/嗜好） など

紙のポイントカードの電子化による販売促進

ステップ１

ステップ2

・ 来店客数増
・ 売上げアップ
・ リピート率アップ
・ 顧客単価アップ
・ 廃棄ロス低減

顧客データを蓄積・分析

＋　来店予約機能

ステップ３ ＋　決済機能

顧客の属性・嗜好等
に合わせた効率的・
効果的・タイムリーな
販売促進

（例）
・　誕生日クーポン配信
・　雨の日クーポン配信
・　タイムセール通知
・　ポイント有効期限のお知らせ

活用
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主な取り組み
　

　庁内の業務の掘り起こしや、電子申請システムやＡＩ－ＯＣＲを組み合わせ、
ＲＰＡの対象業務の拡大を図り、更なる事務の効率化に取り組みます。

▼ＲＰＡの対象業務の拡大
 

  より多くの職員にＲＰＡを周知
 

 ・全国の導入事例を参考に、対象業務を拡大
 

  ＲＰＡシナリオを、積極的に庁内で横展開
 

 ・職員研修の開催

10Approach３　業務効率化を図るシステムの構築 Approach４　多様な働き方を実現する環境の整備

３　システム・データの連携

２　ＲＰＡ(Robotic Process Automation)の活用

１　ＡＩ(人工知能)の活用 １　電子決裁を活用した意思決定

２　オフィス改革

 県民サービスのより一層の向上のため、各種台帳や窓口での相談内容など既存シス
テムで管理している情報と、電子申請など各種オンライン手続きの情報を、一連の情
報として管理・共有するなど、庁内のシステム・データの連携・活用について検討を
行います。

 国においては、テレワークの促進やワーク・ライフ・バランスの実現など、新しい
働き方・暮らしの改革と少子化対策や女性の活躍の場の拡大を推進する方針を掲げて
います。
 

 本県においても、非常時における業務の継続（ＢＣＰ）、育児・介護等のための働
き方等の観点から、時間や場所にとらわれないワークスタイルの実現に取り組みます。

 本県の意思決定は、紙の書類への署名・押印により行われており、電子決裁は一部
の内部管理業務に限られています。
 

 このため、テレワークや出張時においても「決裁（意思決定）」が行えるよう、既
存のシステムを活用して、テレワークにおいても決裁ができる「簡易電子決裁システ
ム」を構築することにより、意思決定の迅速化に取り組みます。

 民間企業等では、フリーアドレスや、モバイル端末を活用して外出先等でも業務を
行うことが一般的になってきています。
 

 今般のコロナ禍においても、Ｗｅｂ会議の活用やテレワークが急速に普及するなど、
場所にとらわれない働き方が求められています。

 ＡＩは、音声、画像をはじめとする様々なデータを高度かつ迅速
に分析・処理することが可能であることから、本県でも、会議等の
議事録作成支援やダム管理における流入量予測等にＡＩを活用して
います。
 

 将来的には、ＡＩの対象となる分野は加速度的に拡大していくも
のと見込まれますので、データ分析に基づく将来予測や事務手続き
のチェックなど、様々な事務効率化に活用していきます。 

 ＲＰＡは、デジタル技術により生産性を高めるツールとして、多くの民間企業や地
方自治体で活用されており、本県でも令和元年度から導入し、効果を確認しています。

 デジタル技術の活用により、迅速な事務処理や正確性の向上が可能となり、県民生
活に直接関わる業務や地域の課題解決を図る取り組みに、より多くの時間をかけて注
力することが可能となります。
 

 そのため、業務のあり方や進め方の見直しなどの業務改革（ＢＰＲ）に加え、ＡＩ
やＲＰＡなどのデジタル技術の活用に積極的に取り組みます。

主な取り組み

　　【 導入業務数 】　Ｒ３：30業務　⇒Ｒ４：75業務　⇒Ｒ５：150業務主なKPI

ＡＩ

Ｒ元～Ｒ２年度の実績
 職員の作業時間を最大99.9%削減

　感染症の拡大防止や職員の働き方改革を進める観点から、庁内のオフィス改革に
取り組みます。

③　一人１台パソコンをモバイル化
  外出先からも庁内システムを利用可能な
  環境を構築

①　庁内ネットワークを無線化
  現状は、有線ＬＡＮを採用しており、
  移動、執務室内の配置等に制約あり

⑤　コミュニケーションの円滑化
　 　グループウェアやＷｅｂ会議システムの活用　

④　電子決裁システムの検討
  テレワーク中においても意思決定が可能
 ※ 簡易システムから導入

⑥　システム・データの連携
  オンラインとオフライン(窓口等）の
  情報連携により、県民サービスの向上
  と、事務処理の効率化の両立を図る

⑦　その他（順次実施）
  既存資料のデジタル化
  職員の意識改革(テレワーク推進期間の取り組みなど)

②　フリーアドレスへの対応
　　サテライトオフィスの拡大
  実証的な導入を拡大
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計画Ｐ38

計画Ｐ40

計画Ｐ43

計画Ｐ44

計画Ｐ41



主な取り組み
　

▼通信事業者への働きかけ
 

 ・基地局整備の前倒し、都市部と同等の
  整備の推進を要請
 

▼国への政策提言
 

 ・ユニバーサルサービス制度への
  位置付け
 

 ・条件不利地域における
  基地局整備への
  支援制度の拡充

主な取り組み
　

▼光ファイバ整備・高度化の支援
 

 ・光ファイバ整備・高度化（既存局舎設備等の増強）に取り組む市町村への支援
 

 ・通信事業者への働きかけ
 

▼国への政策提言
 

 ・光ファイバの「維持管理」に加え、
  「整備」もユニバーサルサービス制度の
  対象とする
 

 ・市町村が整備したインターネット環境の
  高度化に対する支援制度の創設

Approach５　デジタルインフラの整備

１　光ファイバの整備・維持管理

２　５Ｇの導入

・光ファイバの未整備地域が存在（一部市町村は、R2年度も多額の財政負担を理由に整備を見送り）
 

・インターネットの利用拡大により通信量が増加

 デジタル技術の利活用については、年齢、障害の有無、性別、国籍、経済的な理由等
によるデジタルデバイドが発生することなく、全ての県民がデジタル化の恩恵を広く受
けられるよう、光ファイバなどのデジタルインフラが必要です。
 

 このため、地域の課題解決や都市部との格差解消、また、本計画の取り組みを実現す
るための基盤となる光ファイバや５Ｇなどのデジタルインフラの整備に取り組みます。

全 国 99.1％
　

高知県　96.5％

多様な働き方への対応リモート学習

快適な通信環境

・第５世代移動通信システム（５Ｇ）の基地局整備は、首都圏が先行
 

・地方の中でも人口の多い県庁所在地等に基地局が偏在している

ਠ
૾

5Gの特徴を活かした
多様なコンテンツ

高精細の映像やIoT機器等と
組み合わせ産業分野などで活用

高知県内の光ファイバの整備状況
（世帯カバー率）

ਠ
૾

※ 総務省が公表したR2.3月末現在の資料をもとに、高知県情報政策課が作成
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計画Ｐ51

計画Ｐ53

・本計画は、知事を本部長とする「高知県デジタル化推進本部」において、進捗管理や 
 課題事項の調整などを行うことにより、全庁一丸となって取り組みを推進します。

推進体制等

高知県デジタル化推進本部

本部会議

 【役  割】 計画全体の進捗管理、課題事項の検討・調整 など

 【メンバー】 知事、副知事、部局長、デジタル化推進監 など

ワーキンググループ
※課題に応じて設置

①オンライン化推進検討WG

※必要に応じて、庁内の会議も活用
（政策調整会議、企画会議など）

多視点スポーツ観戦

ＶＲ体験

REPLAY GOAL!!

整備中（R3年3月現在）
 

100％
 

95％以上
 

90％以上
 

80%以上
 

80%未満



デジタル化推進計画の取組一覧
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Approach１ あらゆる行政サービスのデジタル化

Approach２ 社会経済活動のデジタル化

Approach３ 業務効率化を図るシステムの活用

Approach４ 多様な働き方を実現する環境の整備

Approach５ デジタルインフラの整備

Approach２ 社会経済活動のデジタル化 Approach２ 社会経済活動のデジタル化

※備考欄には、５つの基本政策・横断的政策の種別と、掲載ページを記載しています。


